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長友よしひろ活動報告

郵 便 は が き

2 5 2 0 1 9 0

お 名 前

ご 住 所

電話番号

相模原市緑区橋本3-17-5
わかばビル603号

長友よしひろ事務所行

現状の政治に対するご意見を教えて下さい。

※無記名でも構いません

昭和45年（1970年）12月相模原市緑区橋本で生まれ大沢で育つ。
橋本幼稚園・大沢幼稚園→相模原市立大沢小→市立大沢中→神奈川県立弥栄西高→法政大学卒。
大学入学と同時に衆議院議員（当時）藤井裕久先生事務所入所。
以後、約9年間の秘書時代を通し現場の政治を学ぶ。
公設秘書を最後に退職し、平成11年28歳で相模原市議会議員に当選。
2期務めた後、神奈川県議会議員4期。
令和3年の衆議院選にて11万6273票いただくも落選。区割変更後の
令和6年10月、7万4238票を賜わり衆議院議員当選。

長友よしひろ略歴2550

2028 1
24

今までと同様に
街頭演説のオトコです。

師である藤井裕久先生の墓前に
衆議院選挙の報告を

本村賢太郎相模原市長と共に。

85

議院運営委員会の一員としても活動。
国会見学用パンフレットにも

掲載されています。

神奈川14区（相模原市中央区、
緑区、愛川町、清川村）から
国政改革に向けて活動中！

令和8年（2026年）1月15日

⬇⬇

今の政治では
日本が
ダメになる!!ダメになる!!
だから、具体的な提案を持ってだから、具体的な提案を持って

長友よしひろLINE公式アカウント。
是非ご登録をお願いします。

　消費税は「直間比率の見直し」のもとに平成元
年（1989）3％で創設されました。以後、5％、
8％、10％と増税を繰り返し、事実上、大企業の
法人税と高額所得者等の大幅減税の穴埋めに使わ
れてきました。
　国税基幹3税（法人税・所得税・消費税）のう
ち、当初は最も税収が少なかった消費税は令和2
年（2020）度からは最も多くなっています。こ
れは「直間比率の見直し」が行き過ぎた証左で
す。
　平成2年度から令和2年度の30年間で、法人税
が7.2兆円、所得税が6.8兆円も減り、消費税は
16.4兆円も増えています。こうした大企業・富
裕層優遇税制のもと、消費税は経済を減速させた
と言えます。大企業の労働分配率が低いのも実質
賃金が増えない要因と言えます。

の導入を目指します。
○　所得税の最高税率等を引き上げ、現在の分離
課税を維持し、高額所得者の金融所得につい
て累進税率の導入を目指します。

○　社会保険料の上限を見直し、富裕層に応分の
負担を求めます。

○　中小企業の社会保険料事業主負担分の軽減を
目指します。

○　労働分配率の適正化を図り賃上げを実現しま
す。

☆以上を踏まえて「消費税の減税その他の税制の
見直しに関する法律案」（令和4年立憲民主党が
野党3党と衆議院に提出）を改訂・更新し、「消
費税減税の代わりの安定財源をつくる法律」を
つくり実現を目指します！

　消費税減税は消費を拡大し、経済を
成長させる起点となります。担税能力
に合わせた税制の抜本改革で「公平・
簡素・納得」の税制をつくり、個人・
法人企業の経済力の格差、地方自治体
の財政力の格差を是正します。
○　法人税は所得税と同様、累進税率


